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２ 立地適正化計画に定める事項 

 

立地適正化計画では、「基本的な方針」としてまちづくりの理念や目標、目指すべき都市像につ

いて定め、市街化区域内において居住を誘導するための「居住誘導区域」及び医療・福祉・商業

等の都市機能を誘導するための「都市機能誘導区域」を定めます。 

また、居住誘導区域に関しては居住を誘導するための施策を、都市機能誘導区域に関しては誘

導すべき都市機能を「誘導施設」として定めるとともに、誘導施設を誘導するための施策を示し

ます。 

 

【図1-2 立地適正化計画で定める区域のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定める事項 内 容 

居住誘導区域 

●人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

●市街化区域内において設定。 

都市機能誘導区域 

●鉄道駅に近く都市機能が一定程度充実している区域や、公共交通によるアクセス

の利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域。 

●居住誘導区域内において設定。 

誘導施設 

●都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能として必要な医療・福祉・商業

等の施設。 

●年齢別の人口構成や将来の人口推計、施設の充足状況や配置を勘案して設定。 
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